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証券コード　9684
平成26年6月3日

株 主 各 位
東 京 都 新 宿 区 新 宿 六 丁 目 2 7 番 3 0 号

株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス
取 締 役 社 長 松 田 洋 祐

第34回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。

　さて、当社第34回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出

席くださいますようご通知申しあげます。
　なお、当日ご出席願えない場合、以下のいずれかの方法によって議決権をご行使い

ただくことができますので、後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、平成26年６月

24日（火曜日）午後６時までに議決権をご行使くださいますようお願い申しあげます。

〔郵送による議決権行使の場合〕

　同封の議決権行使書面に議案に対する賛否をご表示のうえ、上記の行使期限までに到着するようご返

送ください。

〔インターネットによる議決権行使の場合〕

　パソコン、スマートフォン又は携帯電話から当社指定の議決権行使サイト（アドレス 

http://www.evote.jp/）にアクセスしていただき、同封の議決権行使書面に表示された「ログインＩ

Ｄ」及び「仮パスワード」をご利用のうえ、画面の案内に従って、議案に対する賛否をご入力くださ

い。

　インターネットによる議決権行使に際しましては、34頁から35頁までの「インターネットによる議決

権行使のご案内」をご確認くださいますようお願い申しあげます。

　なお、議決権行使書面とインターネットによるものとを重複して議決権を行使された場合、インター

ネットによる議決権行使の内容を有効なものとさせていただきます。また、インターネットにより複数

回にわたり議決権を行使された場合は、 後に行使された内容を有効なものとさせていただきます。

敬　具
記

１．日 時 平成26年６月25日（水曜日）午前10時（開場時間　午前９時）

２．場 所 東京都新宿区西新宿二丁目７番２号

ハイアット リージェンシー 東京

地下１階「センチュリールーム」

－ 1 －

株主各位
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３．目 的 事 項

報 告 事 項 １．第34期（平成25年４月１日から平成26年３月31日まで）事業

報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計

算書類監査結果報告の件

２．第34期（平成25年４月１日から平成26年３月31日まで）計算

書類報告の件

決 議 事 項

　議　　案 取締役６名選任の件

以　上

　当日ご出席の際は、同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますよう

お願い申しあげます。

　招集通知に添付すべき事業報告、連結計算書類、計算書類、会計監査報告及び監査

報告は、３頁から30頁までに記載のとおりです。ただし、以下の事項につきましては､

法令及び定款第15条の規定に基づき､インターネット上の当社ウェブサイト（アドレ

ス http://www.hd.square-enix.com/jpn/ir/stock/shareholdersmeeting.html）に掲

載しておりますので、本添付書類には記載しておりません。

①連結計算書類の連結注記表

②計算書類の個別注記表

　事業報告、連結計算書類、計算書類及び株主総会参考書類に修正が生じた場合、イ

ンターネット上の当社ウェブサイト(アドレス htt p : / / w w w . h d . s q u a r e -

enix.com/jpn/ir/stock/shareholdersmeeting.html)に掲載させていただきます。

－ 2 －

株主各位
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（添付書類）

事　　業　　報　　告

(平成25年４月１日から
平成26年３月31日まで)

１．企業集団の現況

(1) 当連結会計年度の事業の状況

　当社グループは、報告セグメントをデジタルエンタテインメント事業、アミュ

ーズメント事業、出版事業及びライツ・プロパティ等事業と定め、各々のセグメ

ントにおいて事業基盤の強化と収益力の向上に努めております。

　当連結会計年度の業績は、売上高は155,023百万円（前期比4.8％増）、営業利

益は10,543百万円（前期は6,081百万円の営業損失）、経常利益は12,534百万円

（前期は4,378百万円の経常損失）となりました。

　なお、アミューズメント店舗閉鎖による受取補償金351百万円を特別利益として

計上したことや、開発中のゲームタイトルについて見直しを行い、コンテンツ評

価損1,725百万円を特別損失として計上したことを主要因として、当期純利益は

6,598百万円（前期は13,714百万円の当期純損失）となりました。

　当連結会計年度の報告セグメント別の状況は以下のとおりであります。

(2) 部門（事業）別の状況

①　デジタルエンタテインメント事業

　ゲームを中心とするデジタルエンタテインメントコンテンツの企画、開発、

販売、運営等を行っております。デジタルエンタテインメントコンテンツは、

顧客のライフスタイルにあわせて、家庭用ゲーム機（携帯ゲーム機含む）、PC、

スマートデバイス等、多様な利用環境に対応しています。

　当連結会計年度は、｢ファイナルファンタジーX/X-2 HDリマスター｣、｢Thief｣

（欧米のみ）、｢トゥームレイダー　ディフィニティブエディション｣などの家

庭用ゲーム機向けタイトルの販売が好調であったほか、スマートデバイス、PC

ブラウザ等をプラットフォームとしたコンテンツにおいては、ブラウザゲーム

「戦国IXA（イクサ）」が引き続き好調に推移する一方、スマートフォン向けゲ

ーム｢拡散性ミリオンアーサー｣が、PlayStation Vita版へのプラットフォーム

の拡大に加えて、韓国に続き台湾・中国本土でもヒットしました。さらに、平

成26年１月に国内でサービスを開始した｢ドラゴンクエストモンスターズ　ス

ーパーライト｣が好調なスタートを切っております。

　また、平成25年８月に運営を開始した多人数参加型オンラインロールプレイ

ングゲーム「ファイナルファンタジーXIV：新生エオルゼア」のソフトウェア販

－ 3 －

当連結会計年度の事業の状況、部門（事業）別の状況
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売が好調であったほか、運営も堅調に推移しております。

　当事業における当連結会計年度の売上高は94,571百万円（前期比5.7％増）と

なり、営業利益は10,709百万円（前期は44百万円の営業利益）となりました。

②　アミューズメント事業

　アミューズメント施設の運営、並びにアミューズメント施設向けの業務用ゲ

ーム機器・関連商製品の企画、開発、販売等を行っております。

　当連結会計年度は、平成25年８月に発売した｢ロード　オブ　ヴァーミリオン

Ⅲ｣、11月に発売した｢グルーヴコースター｣（アーケード版）等アミューズメン

ト機器の販売が好調に推移しました。また、アミューズメント施設運営も効率

的な店舗運営に努め、堅調に推移しております。

　当事業における当連結会計年度の売上高は46,952百万円（前期比6.0％増）

となり、営業利益は4,517百万円（前期は353百万円の営業損失）となりました。

③　出版事業

　コミック雑誌、単行本、ゲーム関連書籍等の出版、許諾等を行っております。

　当連結会計年度は、一部人気タイトルの新刊が減少したこと等により、前期

と比較してコミックス単行本などの売上が減少しました。

　当事業における当連結会計年度の売上高は10,228百万円（前期比7.7％減）と

なり、営業利益は2,293百万円（前期比7.7％減）となりました。

④　ライツ・プロパティ等事業

　主として当社グループのコンテンツに関する二次的著作物の企画、制作、販

売、ライセンス許諾等を行っております。

　当連結会計年度は、自社コンテンツのキャラクターグッズ、サウンドトラッ

ク等の販売及びライセンス許諾に加え、他社の有力コンテンツのキャラクター

グッズ化による品揃えの強化や海外展開による収益機会の多様化を図ってきま

した。

　当事業における当連結会計年度の売上高は3,786百万円（前期比16.0％増）と

なり、営業利益は1,115百万円（前期比67.2％増）となりました。

－ 4 －

当連結会計年度の事業の状況、部門（事業）別の状況
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(3) 設備投資の状況

　当連結会計年度における設備投資の総額は、5,376百万円であり、主なものは、

アミューズメント事業に係る業務用ゲーム機器への投資、デジタルエンタテイン

メント事業に係る開発機材及びデータセンターのネットワーク機器の購入による

ものであります。

(4) 資金調達の状況

　該当事項はありません。

(5) 重要な組織再編等

該当事項はありません。

(6) 財産及び損益の状況

区 分
第31期

平成22年度
第32期

平成23年度
第33期

平成24年度

第34期
(当連結会計年度)

平成25年度

売 上 高（百万円） 125,271 127,896 147,981 155,023

当期純損益（△は損失） （百万円） △12,043 6,060 △13,714 6,598

１株当たり当期純損益（△は損失） （円） △104.66 52.66 △119.19 57.28

総 資 産（百万円） 206,336 213,981 202,509 216,617

純 資 産（百万円） 135,143 137,297 121,636 127,676

－ 5 －

設備投資の状況、資金調達の状況、重要な組織再編等、財産及び損益の状況
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(7) 重要な親会社及び子会社の状況（平成26年３月31日現在）

①　親会社の状況

　該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 主要な事業内容

株式会社スクウェア・エニ
ックス

1,500百万円 100.0％

デジタルエンタテインメント
事業、アミューズメント事
業、出版事業及びライツ・プ
ロパティ等事業

SQUARE ENIX OF AMERICA 
HOLDINGS,INC.

１米ドル 100.0％
米州における当社グループ会
社の株式・持分保有及び事業
管理

SQUARE ENIX,INC. 10百万米ドル
100.0％
(100.0％)

米州市場におけるデジタルエ
ンタテインメント事業、出版
事業及びライツ・プロパティ
等事業

SQUARE ENIX OF EUROPE 
HOLDINGS LTD.

２英ポンド 100.0％
欧州等における当社グループ
会社の株式・持分保有及び事
業管理

SQUARE ENIX LTD. 111百万英ポンド
100.0％
(100.0％)

欧州その他市場におけるデジ
タルエンタテインメント事
業、出版事業及びライツ・プ
ロパティ等事業

SQUARE ENIX（China）
CO.,LTD.

12百万米ドル 100.0％
中国市場におけるデジタルエ
ンタテインメント事業

株式会社タイトー 1,500百万円 100.0％

デジタルエンタテインメント
事業、アミューズメント事業
及びライツ・プロパティ等事
業

 (注) 議決権の所有割合の（　）内は、間接所有割合で内数であります。

(8) 対処すべき課題

　当社グループは、高度で良質なコンテンツの創造を通じて、収益性を維持しつ

つ中長期的な成長を実現していくことを目指しております。今後、ITや通信環境

の急速な発展・普及により、ネットワークを前提とするエンタテインメントに対

するニーズが高まるとともに、ユーザーが多機能端末を通じて多様なコンテンツ

にアクセスできるようになるなど、デジタルエンタテインメントの産業構造が大

きく変化することが予想されます。当社グループは、これらの変化に即応し、新

しい時代のデジタルエンタテインメントを切り拓いていくことを中長期的な会社

の経営戦略に位置づけております。

　中長期的な会社の経営戦略を実現するため、国際的な事業拡大、多様な顧客ニ

ーズに合致したエンタテインメント・コンテンツ／サービスの提供、それに対応

する人材の育成・獲得等が当社グループの対処すべき重要な課題であります。

－ 6 －

重要な親会社及び子会社の状況、対処すべき課題
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(9) 主要な事業セグメント（平成26年３月31日現在）

デジタルエンタテインメント事業
コンピュータゲームを中心とするデジタルエンタテインメントコ
ンテンツの企画、開発、販売、販売許諾、運営等

ア ミ ュ ー ズ メ ン ト 事 業
アミューズメント施設運営、アミューズメント施設向けの業務用
ゲーム機器・関連商製品の企画、開発、製造、販売、レンタル等

出 版 事 業 コミック雑誌、単行本、ゲーム関連書籍等の出版、許諾等

ライツ・プロパティ等事業 二次的著作物の企画、制作、販売、ライセンス許諾等

(10) 主要拠点等（平成26年３月31日現在）

統 括 ・ 管 理 会 社

当社（東京都新宿区）

SQUARE ENIX OF AMERICA HOLDINGS,INC.（米国）

SQUARE ENIX OF EUROPE HOLDINGS LTD.（英国）

開 発 拠 点

株式会社スクウェア・エニックス（東京都新宿区）

株式会社タイトー（東京都新宿区）

株式会社スマイルラボ（東京都渋谷区）

SQUARE ENIX,INC.（米国）

CRYSTAL DYNAMICS,INC.（米国）

EIDOS INTERACTIVE CORP.（カナダ）

SQUARE ENIX LTD.（英国）

IO INTERACTIVE A/S（デンマーク）

SQUARE ENIX (China）CO.,LTD.（中国）

営 業 拠 点

株式会社スクウェア・エニックス（東京都新宿区）

株式会社タイトー（東京都新宿区）

株式会社スマイルラボ（東京都渋谷区）

SQUARE ENIX,INC.（米国）

SQUARE ENIX LTD.（英国）

－ 7 －

主要な事業セグメント、主要拠点等
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(11) 企業集団の従業員の状況（平成26年３月31日現在）

事 業 従 業 員 数
前 連 結 会 計 年 度
末 比 増 減

名 名

デ ジ タ ル エ ン タ テ イ ン メ ン ト 事 業 2,655 △130

ア ミ ュ ー ズ メ ン ト 事 業 367 △73

出 版 事 業 147 6

ラ イ ツ ・ プ ロ パ テ ィ 等 事 業 17 △3

全 社 395 △1

合 計 3,581 △201

(12) 主要な借入先の状況（平成26年３月31日現在）

借 入 先 借 入 金 残 高

SUMITOMO MITSUI BANKING 
CORPORATION EUROPE LIMITED

6,852百万円

(13) その他企業集団の現況に関する重要な事項

　該当事項はありません。

－ 8 －

企業集団の従業員の状況、主要な借入先の状況、その他企業集団の現況に関する重要な事項
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２．会社の現況

(1) 株式の状況（平成26年３月31日現在）

①　発行可能株式総数 440,000,000株

②　発行済株式の総数 115,575,696株

③　株主数 32,925名

④　大株主

株 主 名 持　株　数(千株) 持 株 比 率(％)

福 嶋 康 博 23,626 20.49

株 式 会 社 福 嶋 企 画 9,763 8.47

株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント 9,520 8.25

宮 本 雅 史 7,047 6.11

日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト 信 託
銀 行 株 式 会 社 （ 信 託 口 ）

5,443 4.72

ロイヤルバンクオブカナダトラストカンパニー
（ ケ イ マ ン ） リ ミ テ ツ ド

5,330 4.62

日 本 ト ラ ス テ ィ ・ サ ー ビ ス 信 託
銀 行 株 式 会 社 （ 信 託 口 ）

3,460 3.00

日 本 ト ラ ス テ ィ ・ サ ー ビ ス 信 託
銀 行 株 式 会 社 （ 信 託 口 ９ ）

2,662 2.31

チェース　マンハッタン　バンク　ジーティーエ
ス　クライアンツ　アカウント　エスクロウ

2,580 2.23

ビーエヌワイエムエル　ノン　トリーテイー　アカウント 2,447 2.12

 (注) 持株比率は自己株式（306,762株）を控除して計算しております。

－ 9 －

株式の状況
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(2) 新株予約権等の状況

①　当事業年度末日における新株予約権の状況

イ．平成20年７月31日開催の取締役会決議による2008年８月新株予約権

　 (株式報酬型ストックオプション)

・新株予約権の数 105個

・目的となる株式の種類及び数

普通株式 10,500株（新株予約権１個につき100株）

ロ．平成21年９月29日開催の取締役会決議による2009年10月新株予約権

   (株式報酬型ストックオプション)

・新株予約権の数 270個

・目的となる株式の種類及び数

普通株式 27,000株（新株予約権１個につき100株）

ハ．平成21年12月25日開催の取締役会決議による2010年１月新株予約権

　 (ストックオプション)

・新株予約権の数 1,300個

・目的となる株式の種類及び数

普通株式 130,000株（新株予約権１個につき100株）

ニ．平成22年７月29日開催の取締役会決議による2010年８月新株予約権

　 (株式報酬型ストックオプション)

・新株予約権の数 320個

・目的となる株式の種類及び数

普通株式 32,000株（新株予約権１個につき100株）

ホ．平成22年７月29日開催の取締役会決議による2010年８月新株予約権

   (ストックオプション)

・新株予約権の数 1,337個

・目的となる株式の種類及び数

普通株式 133,700株（新株予約権１個につき100株）

ヘ．平成22年12月24日開催の取締役会決議による2011年１月新株予約権

   (ストックオプション)

・新株予約権の数 100個

・目的となる株式の種類及び数

普通株式 10,000株（新株予約権１個につき100株）

ト．平成23年６月22日開催の取締役会決議による2011年７月新株予約権

   (株式報酬型ストックオプション)

・新株予約権の数 320個

・目的となる株式の種類及び数

普通株式 32,000株（新株予約権１個につき100株）
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チ．平成23年８月５日開催の取締役会決議による2011年８月新株予約権

   (ストックオプション)

・新株予約権の数 1,405個

・目的となる株式の種類及び数

　普通株式 140,500株（新株予約権１個につき100株）

リ．平成24年６月26日開催の取締役会決議による2012年７月新株予約権

   (株式報酬型ストックオプション)

  ・新株予約権の数 　　　270個

・目的となる株式の種類及び数

　普通株式　　  27,000株 （新株予約権１個につき100株）

ヌ．平成24年７月30日開催の取締役会決議による2012年８月新株予約権

   (ストックオプション)

  ・新株予約権の数 　　　900個

・目的となる株式の種類及び数

　普通株式　 　　90,000株（新株予約権１個につき100株）

　・当社役員の保有する新株予約権の区分別合計

種 類
（行使価額）

行 使 期 間 個 数 保有者数

取 締 役
（社外取締役を除く）

上記イ．
（1円）

平成20年８月22日から
平成40年８月21日まで

99個 ３名

上記ロ．
（1円）

平成21年10月22日から
平成41年10月21日まで

260個 ３名

上記ニ．
（1円）

平成22年８月24日から
平成42年８月23日まで

310個 ３名

上記ト．
（1円）

平成23年７月22日から
平成43年７月21日まで

310個 ３名

上記リ．
（1円）

平成24年７月27日から
平成44年７月26日まで

260個 ３名

（注）１．職務執行の対価として交付された新株予約権である上記イ．ロ．ニ．ト. リ．の行使の条
件及び取得事由は、以下のとおりであります。
・新株予約権の行使の条件
　新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降１年間（ただし、上記
行使期間内とする。）に限り、新株予約権を行使することができる。
　上記に係らず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社と
なる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社の株主総会で承認された
場合（株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合）であって、
かつ、かかる議案承認の結果、新株予約権者が当社の取締役の地位を喪失する場合又は
再編対象会社の新株予約権が交付されない場合、当該承認日の翌日から10日間に限り新
株予約権を行使することができる。
　新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。
かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約に定めるところに
よる。
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　その他の条件については、取締役会決議に基づき当社と新株予約権者との間で締結す
る新株予約権割当契約に定めるところによる。

・新株予約権の取得事由
　当社は、新株予約権者が上記新株予約権の行使の条件に該当しなくなった等により権
利を行使し得なくなった場合又は権利を放棄した場合、取締役会が別途定める日に当該
新株予約権を無償で取得することができる。
　当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる会社分割
契約又は会社分割計画承認の議案若しくは当社が完全子会社となる株式交換契約又は株
式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要な場
合は、当社の取締役会決議がなされた場合）は、取締役会が別途定める日に、新株予約
権を無償で取得することができる。

２．職務執行の対価として交付された新株予約権である上記ハ.　ホ．の行使の条件及び取得
事由は、以下のとおりであります。
・新株予約権の行使の条件
　新株予約権者は、新株予約権の権利行使の時点において、当社又は当社子会社の取締
役、従業員その他これに準ずる地位にある場合に限り、新株予約権を行使することがで
きる。ただし、当該新株予約権者が、当社又は当社子会社の取締役の任期満了による退
任、当社又は当社子会社の従業員の定年による退職、その他正当な事由により、当社又
は当社子会社の取締役、又は従業員その他これに準ずる地位を喪失した場合はこの限り
ではない。
　新株予約権者が死亡した場合、新株予約権の相続人（以下、「相続人」）は新株予約
権を承継し、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権
割当契約の規定及び当社が別途定める条件に従って、また、相続人が新株予約権割当契
約の規定に従うことを合意することを条件として、新株予約権者が死亡した日から１年
間に限り承継した新株予約権を行使できるものとし、新株予約権者に相続人がいない場
合には、新株予約権者の死亡と同時に当該新株予約権者の有していた未行使の新株予約
権全部は行使できなくなるものとする。
　新株予約権１個の一部を行使することはできないものとする。
　その他の権利行使の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約
権割当契約において定めるものとする。

・新株予約権の取得事由
　新株予約権者又は相続人が権利行使をする前に上記新株予約権の行使の条件の規定に
より権利を行使できる条件に該当しなくなった場合において、当社取締役会が別途取得
日を定めたときは、当該取得日に、当社は当該新株予約権者又は相続人のみが有する新
株予約権の全部を無償で取得することができる。
　当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約又は分割
計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案、
当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認
を要することについての定めを設ける定款変更の議案又は新株予約権の目的である種類
の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること
又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することに
ついての定めを設ける定款の変更承認の議案につき当社株主総会で承認された場合（株
主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合）において、当社取締
役会が別途取得日を定めたときは、当該取得日に取得日時点で残存する新株予約権の全
部を無償で取得する。

３．職務執行の対価として交付された新株予約権である上記ヘ．チ．ヌ．の行使の条件及び取
得事由は、以下のとおりであります。
・新株予約権の行使の条件
　新株予約権者は、新株予約権の権利行使の時点において、当社又は当社子会社の取締
役、従業員その他これに準ずる地位にある場合に限り、新株予約権を行使することがで
きる。ただし、当該新株予約権者が、当社又は当社子会社の取締役の任期満了による退
任、当社又は当社子会社の従業員の定年による退職、その他正当な事由により、当社又
は当社子会社の取締役、又は従業員その他これに準ずる地位を喪失した場合はこの限り
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ではない。また、米国カリフォルニア州に在住する者については、自己の都合によりそ
の地位を退いた場合は、その日より30日以内において、重度の障害によりその地位を退
いた場合はその日より６ヶ月以内において、それぞれ新株予約権を行使できる。
　新株予約権者が死亡した場合、新株予約権の相続人（以下、「相続人」）は新株予約
権を承継し、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権
割当契約の規定及び当社が別途定める条件に従って、また、相続人が新株予約権割当契
約の規定に従うことを合意することを条件として、新株予約権者が死亡した日から１年
間に限り承継した新株予約権を行使できるものとし、新株予約権者に相続人がいない場
合には、新株予約権者の死亡と同時に当該新株予約権者の有していた未行使の新株予約
権全部は行使できなくなるものとする。
　新株予約権１個の一部を行使することはできないものとする。
　その他の権利行使の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約
権割当契約において定めるものとする。

・新株予約権の取得事由
　新株予約権者又は相続人が権利行使をする前に上記新株予約権の行使の条件の規定に
より権利を行使できる条件に該当しなくなった場合において、当社取締役会が別途取得
日を定めたときは、当該取得日に、当社は当該新株予約権者又は当該相続人のみが有す
る新株予約権の全部を無償で取得することができる。
　当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約又は分割
計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案、
当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認
を要することについての定めを設ける定款変更の議案又は新株予約権の目的である種類
の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること
又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することに
ついての定めを設ける定款の変更承認の議案につき当社株主総会で承認された場合（株
主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合）において、当社取締
役会が別途取得日を定めたときは、当該取得日に取得日時点で残存する新株予約権の全
部を無償で取得する。

②　当事業年度中に従業員等に交付した新株予約権の状況

該当事項はありません。

③　その他新株予約権に関する重要な事項

平成22年１月18日開催の取締役会決議に基づく2015年満期ユーロ円建転換社

債型新株予約権付社債（平成26年３月31日現在）

新株予約権の数
目的である株式
の 種 類 及 び 数

新株予約権行使時の
１株当たり払込金額

行 使 期 間

35,000個
普通株式

14,000,000株
2,500円

平成22年２月19日から
平成27年１月20日まで
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(3) 会社役員の状況

①　取締役及び監査役の状況（平成26年３月31日現在）

会社における地位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 社 長 松 田 洋 祐

株式会社スクウェア・エニックス代表取締役社長
SQUARE ENIX OF AMERICA HOLDINGS,INC.（当社グル
ープ米州持株会社）取締役社長
SQUARE ENIX OF EUROPE HOLDINGS LTD.（当社グルー
プ欧州等持株会社）取締役
SQUARE ENIX（China）CO.,LTD.（当社グループ中国
事業会社）副董事長

取 締 役
P h i l i p  
Timo Rogers

SQUARE ENIX LTD.（当社グループ欧州等事業会社）
取締役 高経営責任者
SQUARE ENIX,INC.（当社グループ米州事業会社）　
取締役社長兼 高経営責任者
SQUARE ENIX OF AMERICA HOLDINGS,INC.取締役
SQUARE ENIX OF EUROPE HOLDINGS LTD.取締役

取 締 役 本 多 圭 司

株式会社スクウェア・エニックス取締役
SQUARE ENIX OF AMERICA HOLDINGS,INC.取締役
SQUARE ENIX OF EUROPE HOLDINGS LTD.取締役
SQUARE ENIX（China）CO.,LTD.董事長

取 締 役 千 田 幸 信

取 締 役 山 村 幸 広
グラムメディア・ジャパン株式会社代表取締役CEO
ピットデザイン株式会社代表取締役CEO

常 勤 監 査 役 小 林 諒 一
株式会社マツモトキヨシホールディングス社外取締
役
株式会社スクウェア・エニックス社外監査役

監 査 役 松 田 隆 次 松田法律事務所　弁護士

監 査 役 富 山 正 次

（注）１．取締役山村幸広氏は、社外取締役であります。なお、当社は、山村幸広氏を東京証券取
　　　引所の上場規則で定める独立役員として、同取引所に対して届出を行っております。
　２．監査役小林諒一氏、松田隆次氏及び富山正次氏は、社外監査役であります。なお、当社

　は、小林諒一氏、松田隆次氏及び富山正次氏を東京証券取引所の上場規則で定める独立
　役員として、同取引所に対して届出を行っております。

　３．監査役松田隆次氏は、弁護士及び公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当
　程度の知見を有しております。

　４．監査役富山正次氏は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見
　を有しております。

②　当事業年度中に退任した取締役及び監査役

平成25年６月25日開催の第33回定時株主総会終結の時をもって、和田洋一

氏、成毛眞氏の両氏が取締役を、斎藤暢宏氏が監査役を、各々任期満了によ

り退任いたしました。

矢作憲一氏は平成25年６月25日付で監査役を、一身上の都合により辞任いた

しました。
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③　取締役及び監査役の報酬等の総額

区 分 支 給 人 員 支 給 額

取 締 役
（う 　ち 　社 　外 　取 　締 　役）

７名
（２名）

152百万円
（10百万円）

監 査 役
（う 　ち 　社 　外 　監 　査 　役）

５名
（４名）

31百万円
（29百万円）

合 計
（う　 ち　 社　 外　 役　 員）

12名
（６名）

184百万円
（40百万円）

（注）１．取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
２．取締役の金銭報酬限度額は、平成18年６月24日開催の第26回定時株主総会において年額600

百万円以内、ストックオプションとしての報酬等の限度額は平成20年６月21日開催の第28
回定時株主総会で年額250百万円以内と決議いただいております。

３．監査役の報酬限度額は、平成18年６月24日開催の第26回定時株主総会において年額80百万
円以内と決議いただいております。

４．当社は、平成20年６月21日開催の第28回定時株主総会終結の時をもって取締役及び監査役
の役員退職慰労金制度を廃止し、同株主総会終結後引き続いて在任する取締役及び監査役
に対しては、役員退職慰労金制度廃止までの在任期間に対応する役員退職慰労金を各氏の
退任時に贈呈することを決議いただいております。これに基づき、上記報酬等の額のほか、
当事業年度中に退任した取締役２名に対して48百万円（うち社外取締役１名に対して１百
万円）、社外監査役１名に対して１百万円の役員退職慰労金を支給しております。

④　社外役員に関する事項（平成26年３月31日現在）

イ．重要な兼職先である他の法人等と当社との関係

・取締役山村幸広氏は、グラムメディア・ジャパン株式会社の代表取締役CEO

及びピットデザイン株式会社の代表取締役CEOを兼ねております。当社と

これらの会社の間には重要な取引関係はありません。なお、同氏は、平成

26年３月31日付でグラムメディア・ジャパン株式会社の取締役及びCEOを退

任しております。

・監査役小林諒一氏は、株式会社マツモトキヨシホールディングスの社外取

締役を兼ねております。当社と同社の間には重要な取引関係はありません。

また、同氏は当社完全子会社である株式会社スクウェア・エニックスの社

外監査役も兼ねております。

・監査役松田隆次氏は、松田法律事務所の弁護士を兼ねております。当社と

同事務所の間には重要な取引関係はありません。
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ロ．当事業年度における主な活動状況

・取締役会及び監査役会への出席状況

取締役会（15回開催） 監査役会（21回開催）

出席回数 出 席 率 出席回数 出 席 率

取 締 役 山 村 幸 広 12回 100.0％ ― ―

監 査 役 小 林 諒 一 15回 100.0％ 21回 100.0％

監 査 役 松 田 隆 次 15回 100.0％ 21回 100.0％

監 査 役 富 山 正 次 12回 100.0％ 17回 100.0％

（注）取締役山村幸広氏及び監査役富山正次氏は、平成25年６月25日開催の第33回定時株主総会にお
　　　いて選任されたため、両氏の就任後の取締役会の開催回数は12回、監査役会の開催回数は17回
　　　であり、他の取締役及び監査役と異なります。

・取締役会及び監査役会における発言状況

取締役山村幸広氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識から意見を

述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・

提言を行っております。

監査役小林諒一氏、松田隆次氏及び富山正次氏は、それぞれの分野で培わ

れた豊富な経験と高い見識から取締役会及び監査役会において、適宜必要

な発言を行っております。

ハ．責任限定契約の内容の概要

当社と社外取締役並びに各社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基

づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しておりま

す。

当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、各氏とも10百万円又は法令が

定める額のいずれか高い額としております。

－ 16 －
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(4) 会計監査人の状況

①　名称　新日本有限責任監査法人

②　報酬等の額

金 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 47百万円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 117百万円

 (注) １．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法
に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できません
ので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しており
ます。

２．当社の重要な国内子会社につきましては新日本有限責任監査法人が会計監査人とな
っております。

３．当社の重要な海外（北米及び欧州）子会社はEYグループの監査を受けております。

③　非監査業務の内容

　当社は会計監査人に対して公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務であ

る財務報告に係る英語の翻訳に関する助言業務を委託しております。

④　会計監査人の解任又は不再任決定の方針

　当社は、会社法第340条に定める監査役会による会計監査人の解任の他、原則

として、会計監査人が職務を適正に遂行することが困難と認められる場合に

は、監査役会の同意又は請求により、取締役会の決議を経て、会計監査人の

解任又は不再任に関する議案を株主総会に上程いたします。

(5) 業務の適正を確保するための体制

　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その

他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のと

おりであります。

①　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

コンプライアンス体制の徹底を図るため、経営指針及びグループ行動規範に

おいてコンプライアンスの重要性を明確化するとともに、法務部門と内部監

査部門の強化並びに内部統制委員会及び内部通報制度の設置により、全社的

なコンプライアンスの取り組みを横断的に統括する。

－ 17 －
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②　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

文書管理規程を制定する。

取締役は、取締役会等の議事録、稟議書その他その職務の執行に係る情報を

当該規程の定めるところに従い適切に保存かつ管理し、取締役又は監査役か

ら閲覧の要請があった場合、速やかに閲覧が可能とする。

③　損失の危険の管理に関する規程その他の体制

リスク管理の徹底を図るため、法務部門と内部監査部門の強化並びに内部統

制委員会及び内部通報制度の設置により、全社的なリスク管理の取り組みを

横断的に統括する。

④　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

持株会社体制のもと、取締役はグループ経営の迅速化、監督機能の強化など

経営機能に専念し、子会社取締役等に委譲した執行権限を職務権限・業務分

掌規程において明確化したうえで、当該規程に基づき効率的に運用している。

効率的業務遂行の基盤である情報システムの管理・運営に関し、情報システ

ム運営委員会を設置し、情報システム全般を統制する。

⑤　使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

コンプライアンス体制の徹底を図るため、経営指針及びグループ行動規範に

おいてコンプライアンスの重要性を明確化するとともに、法務部門と内部監

査部門の強化並びに内部統制委員会及び内部通報制度を設置することにより、

全社的なコンプライアンスの取り組みを横断的に統括する。

⑥　会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確

保するための体制

当社から取締役又は監査役を主要子会社に派遣している。

経営指針及びグループ行動規範を定め、コンプライアンスに関して、当社企

業集団における理念の統一を保つ。

内部統制委員会及び内部通報制度をグループ内主要子会社においても制定・

運用する。

⑦　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該

使用人に関する体制

監査役は、補助者として監査業務の補助を行うよう使用人を設置することが

できる。
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⑧　前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項

⑦において設置する場合：

上記使用人の人事異動・人事評価・懲戒処分には、監査役会の承認を得なけ

ればならないものとする。

⑨　取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告

に関する体制

社内重要会議に、常勤監査役が参加し、重要な会社の業務報告を確認してい

る。また、内部通報窓口に常勤監査役を含めている。

現行の体制を維持・推進する。

⑩　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

社内重要会議に、常勤監査役が参加し意見を述べることができるようにして

いる。

重要な契約書類、稟議決裁、会計情報をいつでも閲覧できるようにしている。

現行の体制を維持・推進する。
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(6) 剰余金の配当等の決定に関する方針

　当社グループは、株主に対する利益還元を経営の重要政策の一つとして位置づ

けております。まず、既存事業の拡大、新規事業の開発、事業構造の改革等、当

社グループの企業価値を高めるための投資を優先し、そのための内部留保を確保

します。内部留保後の資金については、配当を通じた株主への還元を重視し、業

績連動と安定還元の 適なバランスを旨とした利益還元に努めてまいります。配

当額につきましては、安定配当に留意しつつ、連結配当性向30％を目安としてお

ります。

　本事業報告中における金額及び株式数は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

＜ご参考＞

　当期の剰余金の配当について

　当社は、平成26年５月16日開催の取締役会において、当期の期末配当金として１

株当たり20円をお支払いすることを決議いたしました。

　これにより、当期年間配当金は、平成25年12月に実施した中間配当金10円と合わ

せ、１株当たり30円となります。

　つきましては、平成26年６月４日（水曜日）を支払開始日として、上記期末配当

金をお支払いいたしますので、同封の配当金領収証により、払渡期間（平成26年６

月４日から同年７月31日まで）内にお受け取り願います。

　なお、配当金の送金方法をご指定の方には別途送金の手続きをいたしました。
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連 結 貸 借 対 照 表
（平成26年３月31日現在）

（単位：百万円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形 及 び 売 掛 金

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

コ ン テ ン ツ 制 作 勘 定

繰 延 税 金 資 産

未 収 還 付 法 人 税 等

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

工 具 器 具 備 品

アミューズメント機器

土 地

建 設 仮 勘 定

そ の 他

無 形 固 定 資 産

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

差 入 保 証 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

173,604

115,367

22,110

2,013

700

433

20,556

4,819

288

7,465

△151

43,012

19,917

5,719

3,822

2,392

7,939

1

41

10,835

12,259

701

9,746

1,125

1,495

△809

流 動 負 債 80,508

支 払 手 形 及 び 買 掛 金 11,563

短 期 借 入 金 6,852

1 年 内 償 還 予 定 の 社 債 35,000

未 払 法 人 税 等 2,980

賞 与 引 当 金 1,771

返 品 調 整 引 当 金 4,609

店 舗 閉 鎖 損 失 引 当 金 251

繰 延 税 金 負 債 3

資 産 除 去 債 務 3

そ の 他 17,472

固 定 負 債 8,432

役 員 退 職 慰 労 引 当 金 178

店 舗 閉 鎖 損 失 引 当 金 383

退 職 給 付 に 係 る 負 債 4,425

繰 延 税 金 負 債 1,978

資 産 除 去 債 務 807

そ の 他 658

負 債 合 計 88,940

純 資 産 の 部

株 主 資 本 130,404

資 本 金 15,368

資 本 剰 余 金 44,607

利 益 剰 余 金 71,298

自 己 株 式 △870

その他の包括利益累計額 △4,094

その他有価証券評価差額金 253

為 替 換 算 調 整 勘 定 △4,780

退 職 給 付 に 係 る 調 整 累 計 額 432

新 株 予 約 権 348

少 数 株 主 持 分 1,018

純 資 産 合 計 127,676

資 産 合 計 216,617 負 債 ・ 純 資 産 合 計 216,617

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書

(平成25年４月１日から
平成26年３月31日まで)

（単位：百万円）

科 目 金 額

売上高 155,023

売上原価 94,481

売上総利益 60,542

返品調整引当金戻入額 4,672

返品調整引当金繰入額 4,458

差引売上総利益 60,756

販売費及び一般管理費 50,213

営業利益 10,543

営業外収益

受取利息 116

受取配当金 6

受取賃貸料 18

為替差益 1,798

雑収入 210 2,150

営業外費用

支払利息 93

支払手数料 52

雑損失 13 159

経常利益 12,534

特別利益

固定資産売却益 2

投資有価証券売却益 24

新株予約権戻入益 35

受取補償金 351 413

特別損失

固定資産売却損 7

固定資産除却損 130

減損損失 158

店舗閉鎖損失引当金繰入額 153

コンテンツ評価損 1,725

その他 607 2,783

匿名組合損益分配前税金等調整前当期純利益 10,164

匿名組合損益分配額 26

税金等調整前当期純利益 10,137

法人税、住民税及び事業税 2,807

法人税等調整額 715 3,522

少数株主損益調整前当期純利益 6,615

少数株主利益 16

当期純利益 6,598

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

(平成25年４月１日から
平成26年３月31日まで)

（単位：百万円）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当連結会計年度期首残高 15,204 44,444 68,153 △862 126,940

当連結会計年度変動額

新 株 の 発 行 163 163 327

剰 余 金 の 配 当 △3,453 △3,453

当 期 純 利 益 6,598 6,598

自 己 株 式 の 取 得 △8 △8

自 己 株 式 の 処 分 △0 0 0

株主資本以外の項目の当連
結会計年度変動額(純額)

当連結会計年度変動額合計 163 163 3,144 △7 3,464

当連結会計年度末残高 15,368 44,607 71,298 △870 130,404

その他の包括利益累計額

新株予約権
少数株主
持 分

純資産合計
その他有価証
券評価差額金

為替換算
調整勘定

退職給付に
係る調整
累計額

そ の 他 の
包 括 利 益
累 計 額 合 計

当連結会計年度期首残高 57 △6,911 - △6,853 652 897 121,636

当連結会計年度変動額

新 株 の 発 行 327

剰 余 金 の 配 当 △3,453

当 期 純 利 益 6,598

自 己 株 式 の 取 得 △8

自 己 株 式 の 処 分 0

株主資本以外の項目の当連
結会計年度変動額(純額)

195 2,130 432 2,758 △303 121 2,575

当連結会計年度変動額合計 195 2,130 432 2,758 △303 121 6,039

当連結会計年度末残高 253 △4,780 432 △4,094 348 1,018 127,676

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

－ 23 －

連結株主資本等変動計算書



2014/05/19 19:20:45 / 13980182_株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス_招集通知

貸　借　対　照　表
（平成26年３月31日現在）

（単位：百万円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

営 業 未 収 入 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

工 具 器 具 備 品

土 地

無 形 固 定 資 産

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

関 係 会 社 長 期 貸 付 金

繰 延 税 金 資 産

差 入 保 証 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

41,936

40,579

1,123

43

190

99,768

4,148

870

62

3,216

0

95,619

666

80,728

15,379

2,871

1,337

15

△5,379

流 動 負 債 36,657

1 年 内 償 還 予 定 の 社 債 35,000

未 払 金 155

未 払 法 人 税 等 450

賞 与 引 当 金 21

そ の 他 1,029

固 定 負 債 1,479

長 期 預 り 金 1,227

退 職 給 付 引 当 金 116

役 員 退 職 慰 労 引 当 金 88

資 産 除 去 債 務 46

負 債 合 計 38,136

純 資 産 の 部

株 主 資 本 102,967

資 本 金 15,368

資 本 剰 余 金 44,607

資 本 準 備 金 44,602

そ の 他 資 本 剰 余 金 4

利 益 剰 余 金 43,861

利 益 準 備 金 885

そ の 他 利 益 剰 余 金 42,975

別 途 積 立 金 29,522

繰 越 利 益 剰 余 金 13,453

自 己 株 式 △870

評価･換算差額等 252

その他有価証券評価差額金 252

新 株 予 約 権 348

純 資 産 合 計 103,568

資 産 合 計 141,705 負 債 ・ 純 資 産 合 計 141,705

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

－ 24 －

貸借対照表
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損　益　計　算　書

(平成25年４月１日から
平成26年３月31日まで)

（単位：百万円）

科 目 金 額

営業収益 1,545

営業費用 1,475

営業利益 70

営業外収益

受取利息 152

受取配当金 5

受取賃貸料 159

為替差益 121

貸倒引当金戻入益 80

雑収入 25 544

営業外費用

支払手数料 52 52

経常利益 562

特別利益

新株予約権戻入益 33 33

特別損失

関係会社株式評価損 266

貸倒引当金繰入額 240 506

税引前当期純利益 89

法人税、住民税及び事業税 534

法人税等調整額 1

当期純損失（△） △445

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

－ 25 －

損益計算書
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株主資本等変動計算書

(平成25年４月１日から
平成26年３月31日まで)

（単位：百万円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式
株主資本
合 計

資本準備金
そ の 他
資本剰余金

資本剰余金
合 計

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合 計別 途

積 立 金
繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 15,204 44,439 4 44,444 885 29,522 17,353 47,760 △862 106,547

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 163 163 163 327

剰余金の配当 △3,453 △3,453 △3,453

当期純損失（△） △445 △445 △445

自己株式の取得 △8 △8

自己株式の処分 △0 △0 0 0

株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)

当期変動額合計 163 163 △0 163 - - △3,899 △3,899 △7 △3,580

当 期 末 残 高 15,368 44,602 4 44,607 885 29,522 13,453 43,861 △870 102,967

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
その他有価証
券評価差額金

評価・換算
差額等合計

当 期 首 残 高 41 41 652 107,240

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 327

剰余金の配当 △3,453

当期純損失（△） △445

自己株式の取得 △8

自己株式の処分 0

株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)

211 211 △303 △91

当期変動額合計 211 211 △303 △3,672

当 期 末 残 高 252 252 348 103,568

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

－ 26 －

株主資本等変動計算書
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
平成26年５月15日

株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス
取締役会　御中

新 日 本 有 限 責 任 監 査 法 人

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 長　坂　　　隆 

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 横 内 龍 也 

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 金 野 広 義 

当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社スクウェア・エニックス・ホール
ディングスの平成25年４月１日から平成26年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわ
ち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を
行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計

算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対
する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査
の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する
ことを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ
れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示
のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表
明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監
査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。ま
た、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積り
の評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス及び連結子会社からなる企
業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表
示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
はない。

以　上

－ 27 －

連結会計監査報告



2014/05/19 19:20:45 / 13980182_株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス_招集通知

計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
平成26年５月15日

株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス
取締役会　御中

新 日 本 有 限 責 任 監 査 法 人

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 長 坂 　 隆 

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 横 内 龍 也 

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 金 野 広 義 

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社スクウェア・エニックス・
ホールディングスの平成25年４月１日から平成26年３月31日までの第34期事業年度の計算書類、す
なわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書に
ついて監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書

類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断し
た内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその

附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と
認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附
属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定
し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するため
の手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びそ
の附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内
部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適
正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細
書の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状
況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
はない。

以　上

－ 28 －

個別会計監査報告
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書

当監査役会は、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの第34期事業年度の取締役の職務の執

行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下の

とおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

監査役会は、監査の方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報

告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応

じて説明を求めました。

各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、監査計画等に従い、取

締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努め

るとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況に

ついて報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所

において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、事業報告に記載されている取締役の職務

の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保す

るために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取

締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締

役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求

め、意見を表明いたしました。子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情

報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。以上の方法に基づき、当該事

業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証

するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め

ました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社

計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計

審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。以上の方法に

基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別

注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資

本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

－ 29 －

監査役会の監査報告
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２．監査の結果

　(1)　事業報告等の監査結果

　　一　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているも

のと認めます。

　　二　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認

められません。

　　三　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部

統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべ

き事項は認められません。

　(2)　計算書類及びその附属明細書の監査結果

　　　会計監査人 新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

　(3)　連結計算書類の監査結果

　　　会計監査人 新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

　平成26年5月16日

　　　　株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス
監査役会

常勤監査役　小　林　諒　一 　㊞

監　査　役　松　田　隆　次 　㊞

監　査　役　富　山　正　次 　㊞

(注)監査役小林諒一、松田隆次及び富山正次は、会社法第2条第16号及び第335条第3項に定める社外

監査役であります。

以　上

－ 30 －

監査役会の監査報告
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株主総会参考書類

議　案　取締役６名選任の件

　取締役全員（５名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきまして

は、経営体制強化のため社外取締役を１名増員し、取締役６名の選任をお願いするも

のであります。

　取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者

番　号

氏 名

（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当

並びに重要な兼職の状況

所有する当

社の株式数

１

まつ

松
だ

田
よう

洋
すけ

祐

（昭和38年４月27日）

平成13年10月　株式会社スクウェア（現・株式会社ス

クウェア・エニックス・ホールディン

グス）執行役員

平成15年４月　当社執行役員経理財務部長

平成16年６月　当社取締役経理財務担当

平成25年３月　当社代表取締役専務

平成25年６月　当社代表取締役社長（現任）

（重要な兼職の状況）

株式会社スクウェア・エニックス代表取締役社長

SQUARE ENIX OF AMERICA HOLDINGS,INC.（当社グルー

プ米州持株会社）取締役社長

SQUARE ENIX OF EUROPE HOLDINGS LTD.(当社グループ

欧州等持株会社)取締役

SQUARE ENIX（China）CO.,LTD.（当社グループ中国事

業会社）副董事長

200株

２

フィリップ

Philip 
ティモ

Timo 
ロジャース

Rogers

（昭和44年６月２日）

平成20年１月　EIDOS PLC 取締役 高経営責任者

平成21年11月　SQUARE ENIX LTD.（当社グループ欧州

等事業会社）取締役 高経営責任者（現

任）

平成25年５月　SQUARE ENIX,INC.（当社グループ米州

事業会社）取締役社長兼 高経営責任

者（現任）

平成25年６月　当社取締役（現任）

（重要な兼職の状況）

SQUARE ENIX LTD.取締役 高経営責任者

SQUARE ENIX,INC.取締役社長兼 高経営責任者

SQUARE ENIX OF EUROPE HOLDINGS LTD.取締役

SQUARE ENIX OF AMERICA HOLDINGS,INC.取締役

0株
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候補者

番　号

氏 名

（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当

並びに重要な兼職の状況

所有する当

社の株式数

３

ほん

本
だ

多
けい

圭
じ

司

（昭和32年12月29日）

平成10年６月　株式会社エニックス（現・株式会社ス

クウェア・エニックス・ホールディン

グス）取締役商品企画本部ソフトウェ

ア企画部長

平成12年10月　同社代表取締役社長兼 高執行責任者

平成15年４月　当社代表取締役副社長

平成25年６月　当社取締役（現任）

（重要な兼職の状況）

株式会社スクウェア・エニックス取締役

SQUARE ENIX OF AMERICA HOLDINGS,INC.取締役

SQUARE ENIX OF EUROPE HOLDINGS LTD.取締役

SQUARE ENIX（China）CO.,LTD.董事長

5,625株

４

ち

千
だ

田
ゆき

幸
のぶ

信

（昭和25年９月29日）

平成元年４月　株式会社エニックス（現・株式会社ス

クウェア・エニックス・ホールディン

グス）常務取締役商品企画部長

平成５年４月　同社専務取締役商品企画本部長

平成12年10月　同社取締役副会長

平成14年10月　同社取締役

平成15年４月　当社取締役（現任）

256,688株

５

やま

山
むら

村
ゆき

幸
ひろ

広

（昭和38年10月30日）

平成９年４月　トランスコスモス株式会社取締役事業

開発本部副本部長

平成９年10月　ダブルクリック株式会社代表取締役社

長

平成11年１月　エキサイト株式会社代表取締役社長

平成20年８月　グラムメディア・ジャパン株式会社代

表取締役CEO

平成25年６月　当社取締役（現任）

平成25年10月　グリーンパーク株式会社（現･ピットデ

ザイン株式会社）代表取締役CEO（現

任）

（重要な兼職の状況）

ピットデザイン株式会社代表取締役CEO

0株

－ 32 －
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候補者

番　号

氏 名

（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当

並びに重要な兼職の状況

所有する当

社の株式数

※

６

にし

西
うら

浦
ゆう

裕
じ

二

（昭和28年１月３日）

平成５年４月　ブーズ･アレン･アンド･ハミルトン株

式会社（現･プライスウォーターハウス

クーパース・ストラテジー株式会社）

取締役副社長兼パートナー

平成12年２月　同社代表取締役社長兼パートナー

平成14年10月　株式会社ローランド・ベルガー・アン

ド・パートナー・ジャパン（現・株式

会社ローランド・ベルガー）代表取締

役CEO兼マネージングパートナー

平成18年１月　アリックスパートナーズ･アジア･エル

エルシー日本代表兼マネージングディ

レクター

平成23年１月　アリックスパートナーズ・エルエルピ

ー副会長兼マネージングディレクター

平成24年12月　アクサジャパンホールディング株式会

社取締役（現任）

　　　　　　　アクサ生命保険株式会社取締役会長

（現任）

平成25年３月　アクサ損害保険株式会社取締役会長

（現任）

（重要な兼職の状況）

アクサジャパンホールディング株式会社取締役

アクサ生命保険株式会社取締役会長

アクサ損害保険株式会社取締役会長

0株

（注）１．※印は、新任の取締役候補者であります。
　　　２．各候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。

３．取締役候補者山村幸広氏及び西浦裕二氏は、社外取締役候補者であります。
４．両氏を社外取締役候補者とした理由は、両氏の経営者としての豊富な経験と幅広い見識を

当社の経営に反映していただくためであります。
５．山村幸広氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、

本総会終結の時をもって１年となります。
６．当社は、山村幸広氏との間で責任限度額を10百万円又は法令が定める額のいずれか高い額

とする責任限定契約を締結しております。同氏が再任された場合、当社は、同氏との間の
上記責任限定契約を継続する予定であります。

７．西浦裕二氏が取締役に選任された場合、当社は、同氏との間で責任限度額を10百万円又は
法令が定める額のいずれか高い額とする責任限定契約を締結する予定であります。

８．当社は、山村幸広氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
同氏が再任された場合、当社は、引き続き同氏を独立役員とする予定であります。また、
西浦裕二氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏が取
締役に選任された場合、当社は、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

以　上

－ 33 －
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インターネットによる議決権行使のご案内

インターネットにより議決権を行使される場合は、下記事項をご確認のうえ、行使

していただきますようお願い申しあげます。

当日ご出席の場合は、郵送（議決権行使書）またはインターネットによる議決権行

使のお手続きはいずれも不要です。

記

１．議決権行使サイトについて

  (1)インターネットによる議決権行使は、パソコン、スマートフォンまたは携帯

電話（ｉモード、EZweb、Yahoo!ケータイ）※から、当社の指定する議決権行

使サイト（ http://www.evote.jp/ ）にアクセスしていただくことによって

のみ実施可能です。ただし、毎日午前２時から午前５時までは取り扱いを休

止します。

※「ｉモード」は(株)ＮＴＴドコモ、「EZweb」はKDDI(株)、「Yahoo!」は米国Yahoo! 

Inc.の商標又は登録商標です。

  (2)パソコンまたはスマートフォンによる議決権行使は、インターネット接続に

ファイアーウォール等を使用されている場合、アンチウイルスソフトを設定

されている場合、proxyサーバーをご利用の場合等、株主様のインターネット

利用環境によっては、ご利用できない場合もございます。

  (3)携帯電話による議決権行使は、ⅰモード、EZweb、Yahoo!ケータイのいずれか

のサービスをご利用ください。また、セキュリティ確保のため、暗号化通信

（SSL通信）及び携帯電話情報の送信が不可能な機種には対応しておりませ

ん。

  (4)インターネットによる議決権行使は、平成26年６月24日（火曜日）の午後６

時まで受け付けいたしますが、お早めに行使していただき、ご不明な点等が

ございましたらヘルプデスクへお問い合わせください。

２．インターネットによる議決権行使方法について

  (1)議決権行使サイト（ http://www.evote.jp/ ）において、議決権行使書用紙

に記載された「ログインID」及び「仮パスワード」をご利用いただき、画面

の案内に従って賛否をご入力ください。

※「ＱＲコード」読み取り機能を搭載したスマートフォン又は

携帯電話を利用の場合は、「ＱＲコード」を読み取ってアク

セスいただくことも可能です。

  (2)株主様以外の第三者による不正アクセス（“なりすまし”）や議決権行使内

容の改ざんを防止するため、ご利用の株主様には、議決権行使サイト上で「仮

パスワード」の変更をお願いすることになりますのでご了承ください。
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  (3)株主総会の招集の都度、新しい「ログインID」及び「仮パスワード」をご通

知いたします。

３．複数回にわたり行使された場合の議決権の取り扱い

  (1)郵送とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インター

ネットによる議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきますので

ご了承ください。

  (2)インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、 後に行

使された内容を有効とさせていただきます。また、パソコン・スマートフォ

ンと携帯電話とで重複して議決権を行使された場合も、 後に行使された内

容を有効とさせていただきます。

４．議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について

議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金
等）は、株主様のご負担となります。また、携帯電話等をご利用の場合は、パケ
ット通信料・その他携帯電話等利用による料金が必要になりますが、これらの料
金も株主様のご負担となります。

５．招集ご通知の受領方法について

ご希望の株主様は、次回の株主総会から招集ご通知を電子メールで受領すること
ができますので、パソコン又はスマートフォンにより議決権行使サイトでお手続
きください。
（携帯電話ではお手続きできません。また携帯電話のメールアドレスを指定する
こともできませんのでご了承ください。）

６．議決権行使プラットフォームについて
管理信託銀行等の名義株主様（常任代理人様を含みます。）につきましては、株
式会社ＩＣＪが運営する議決権行使プラットフォーム（いわゆる東証プラットフ
ォーム）のご利用を事前に申し込まれた場合、当社株主総会におけるインターネ
ットによる議決権行使の方法として、当該プラットフォームをご利用いただくこ
とができます。

以　上

システム等に関するお問合せ

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部（ヘルプデスク）
電話　0120－173－027 （受付時間　９：00～21：00、通話料無料）

－ 35 －
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株主総会会場ご案内図
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東京都新宿区西新宿二丁目７番２号

ＴＥＬ　０３－３３４８－１２３４

都営地下鉄大江戸線　都庁前駅より徒歩３分（Ａ７出口）

ＪＲ　新宿駅西口より徒歩12分（地下通路を都庁方面へ直進)
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【ご案内】

・お土産をご用意しておりますが、ご持参の議決権行使書用紙の枚数

にかかわらず、ご出席の株主おひとり様に対し１個とさせていただ

きますのでご了承ください。

・当日は、お車でのご来場はご遠慮願います。

地図




